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計
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事
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認
可
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…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
一

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
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開

の
聴
聞
（
二
件
）
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住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
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二

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
二

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙
の
結

果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
二

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
…
…（
同
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
調
布
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

調
布
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
十

一
号
西
調
布
南
口
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
令
和
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

調
布
市
上
石
原
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
十
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
十
九
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
暁
建
設

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

白
石

利
夫

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

葛
飾
区
立
石
六
丁
目
三
十
四
番
十
八
号
一
〇

一
号
室

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑼
第
五
三
九
七
五
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
一
月
十
九
日

午
後
三
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
フ
レ
ン
ド

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

大
友

成
則

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
太
子
堂
二
丁
目
十
九
番
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
四
〇
四
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日

告

示
（
選
）
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
一
、
七
八
三

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
八
、
六
四
三

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３７０

中
央
区
選
挙
区

４９,７０３

港
区
選
挙
区

６９,６２３

新
宿
区
選
挙
区

９１,５６１

文
京
区
選
挙
区

６２,５１４

台
東
区
選
挙
区

５９,２２７

墨
田
区
選
挙
区

８０,４３５

江
東
区
選
挙
区

１３８,９９３

品
川
区
選
挙
区

１１５,２８８

目
黒
区
選
挙
区

７９,０２３

大
田
区
選
挙
区

１７１,２９７

世
田
谷
区
選
挙
区

１９６,５１９

渋
谷
区
選
挙
区

６４,３９６

中
野
区
選
挙
区

９４,９４５

杉
並
区
選
挙
区

１４８,４２４

豊
島
区
選
挙
区

７６,９０２

北
区
選
挙
区

９７,６４３

荒
川
区
選
挙
区

５７,９７１

板
橋
区
選
挙
区

１４６,４８９

練
馬
区
選
挙
区

１７０,６８４

足
立
区
選
挙
区

１６２,５５１

葛
飾
区
選
挙
区

１２８,２８８

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,７９１

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,３９６

立
川
市
選
挙
区

５２,１２９

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,４９４

三
鷹
市
選
挙
区

５２,９９９

青
梅
市
選
挙
区

３６,９２２

府
中
市
選
挙
区

７２,９０６

昭
島
市
選
挙
区

３２,０３２

町
田
市
選
挙
区

１２０,４５５

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６５５

小
平
市
選
挙
区

５３,９１５

日
野
市
選
挙
区

５２,８１０

西
東
京
市
選
挙
区

５７,２３８

西
多
摩
選
挙
区

６７,７３５

南
多
摩
選
挙
区

６７,８３７

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,６８２

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,５６２

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,３７７

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６６６

島
部
選
挙
区

６,４７２

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙

の
結
果
に
つ
い
て

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
に
執
行
し
た
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組

合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙
に
次
の
者
が
当
選
し
た
の
で
、
東
京
都
職
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員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公
告
）
第
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

選
挙
区

当
選
人
氏
名

所
属

第
三
区

佐
藤

尚
宣

東
京
都
交
通
局
自
動
車
部
小
滝
橋

自
動
車
営
業
所

湯
村

一
美

東
京
都
水
道
局
給
水
部
配
水
課

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
に

つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
に
次
の
と
お
り
退
職
及
び
就
職
が

あ
っ
た
の
で
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

一

退
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

退
職
年
月
日

理
事

見
城

史
浩

東
京
都
交
通
局
車
両

電
気
部
大
島
車
両
検

修
場

令
和
七
年
十
月

二
十
三
日

同
右

諸
隈

信
行

東
京
都
水
道
局
南
部

支
所
庶
務
課
（
退
職

時
）

令
和
七
年
十
月

二
十
七
日

二

就
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

就
職
年
月
日

理
事

佐
藤

尚
宣

東
京
都
交
通
局
自
動

令
和
七
年
十
二

車
部
小
滝
橋
自
動
車

営
業
所

月
十
五
日

同
右

湯
村

一
美

東
京
都
水
道
局
給
水

部
配
水
課

同
日
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